




















































●  はじめに

  わが国における十代の人工妊娠中絶件数は、全体では下降を示しているものの、十代の

人工妊娠中絶件数は 1983 年以降増加の傾向にあり、十代の子供たちに対する性教育・思

春期保健教育の必要が求められている。

  一方、いじめ等の社会問題もますます増大し、思春期時期の心身のケアーも重要な課題

となっている。このような現状を踏まえ、厚生省では、1984 年度(昭和 59 年度)より健全

母性育成事業(思春期の子供たちへの集団指導と、電話相談等による個別指導)を都道府県

事業として実施して来ている。

  さらに 1992 年度(平成 3 年度)より、健全母性育成事業の実績を踏まえつつ、少子化傾

向に向かう社会の中で、乳幼児と接する機会の少なくなった思春期の子供たちに、検診等

の場を通じて乳幼児とふれあう機会を作り、併せて生命の尊厳や性に関する知識を与え、

母性や父性の涵養を図るために、思春期保健福祉体験学習(思春期における乳幼児とのふ

れあい体験学習/ヤング・ペアレントフッド)事業を開始した。11 年目を迎えた 1995 年度

(平成 7年度)よりは、さらに地域に密着させて実施するため、この事業を子どもにやさし

い街づくり事業の中の思春期の児童を健全に育成するための事業に移行させ、包括的な思

春期事業として実施している。

 思春期保健福祉体験学習事業は、厚生省母子保健課の報告によれば、実施後の 1 年を経

過した平成 4年度に 132 市町村、翌平成 5 年度には l91 市町村(前年度比 44.7%増)、平成

6 年度には 252 市町村(前年度比 31.9%)と、毎年大幅な実施増を示している。このような

増加が見られる背景には、本事業が時代のニーズにそった事業であることがある。

そこで、本事業の実施状況を把握し、より効果的な事業とするため、各地域での実施状況

を把握し、本事業をより効果的ならしめる方法について検討を試みた。


